
電 話 ０３－３８８０－５１８４
ＦＡＸ ０３－３８８０－５６０３
メール kizunadukuri@city.adachi.tokyo.jp
足立区役所 地域のちから推進部 絆づくり担当課
足立区中央本町１－１７－１ 南館３階

お問い合わせ先
月 曜 日 か ら 金 曜 日
午 前 ８ 時 半 か ら 午 後 ５ 時
（祝日および年末年始は除く）

1 令和７年４月



「 孤 立 ゼ ロ プ ロ ジ ェ ク ト 」 と は ？

「気づく」「つなげる」「寄り添う」の３つをキーワード

に、地域の人との交流を通して、いくつになっても笑顔があ

ふれる“お互いさまのまち”をみんなの力で築いていく活動

です。

孤立プロジェクト推進事業の一つとして、

一人ひとりが少しずつ力を出し合い、無

理のない範囲で助け合う“ゆるやかなつ

ながり”を“絆のあんしんネットワーク”

といいます。

地域住民が連携して高齢者が抱える問

題を早期に発見し、必要なサービスにつなげることで、住

み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指します。

地域包括支援センターを中心に「絆のあんしん協力員

（寄り添い支援員※）」「絆のあんしん協力機関」などに

よる見守りや声かけなどの活動を展開しています。
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「 のあんしんネットワーク」とは？

（ 寄 り 添 い 支 援 活 動 ）

※ 絆のあんしん協力員の条例上の呼称。以下、絆のあんしん協力員という。



「 のあんしんネットワーク」のイメージ図
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町会・自治会、
専門相談協力員
（民生委員）

絆のあんしん
協力機関

地域包括
支援センター

高齢者実態調査
（※）で孤立の
おそれのある方
を発見します

普段の業務の
中で見守り、
異変の早期発
見をします

協力員と訪問を
希望する高齢者
をマッチングし
ます

調査で孤立のおそれ
のあった方、協力員
・協力機関からの報
告を受けた方への対
応をします

※ 介護保険サービスを利用
していない７０歳以上の単身
世帯および７５歳以上で構成
された世帯が対象

いくつになっても安心
して暮らせます

必要に応じ、
定期的に訪問
します

日常生活の中
で見守りや声
かけをします
。



住民の方と接する機会が多いことを活かし、普段の活動・業

務の中で高齢者の問題や異変の早期発見をし、地域包括支援セ

ンターに連絡していただくボランティアです。可能な場合は、

講座の講師や場所の提供などにもご協力いただいています。

町会・自治会、介護事業所、配食サービス事業所、郵便局、

新聞販売店など様々な団体にご登録いただいております。

「 のあんしん協力機関」とは？

「地域包括支援センター」とは？

地域包括支援センターは、６５歳からの健康や介護に関す

るさまざまな相談を受け付ける窓口です。窓口相談だけでな

く、ご自宅にも伺います。また、家族や友人などからの相談

も受け付けています。

孤立ゼロプロジェクトでは、調査で孤立のおそれがあると

判定された方への支援、高齢者と絆のあんしん協力員の定期

訪問のマッチング、「絆のあんしんネットワーク連絡会（二層協

議体）」の開催など、ネットワークの中心を担います。
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「 の あ ん し ん 協 力 員 」 と は ？

高齢者に対して、ちょっとした見守りや声かけをしていた

だく、区内在住・在勤の方によるボランティアです。

日頃から地域の高齢者に気を配り、気がかりな高齢者を見

かけたら地域包括支援センターに連絡いただきます。

他にも、絆のあんしんネットワーク連絡会（二層協議体）

（※１）への参加や、可能な方は、希望する高齢者宅への定

期訪問なども行っていただいております（※２）。

ライフスタイルに合わせて、できる範囲で無理なく活動で

きます。

※１ 絆のあんしん協力員・協力機関、民生・児童委員などの関係

者で話し合う定例会で、各地域包括支援センターごとに概ね年

４回開催されます。

※２ 「元気応援ポイント事業」の対象となる活動もございます。

詳しくは管轄の地域包括支援センターへお問い合わせくださ

い。

高齢者宅を定期訪問し、異変があったら

地域包括支援センターへ連絡しています。

喫茶店オーナーとして高齢の利用者の見

守りや、スペースの提供をしています。
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社会的孤立の背景にある様々な課題を解消するためには、

社会との定期的なつながりが必要です。

気付き・見守り活動から一歩踏み込んで、家族や地域社会

とのつながりが少ない方などに定期的な訪問活動を行い、顔

の見える関係を築き、社会的孤立状態の解消を目指します。

「定期訪問」開始までの流れ

定期訪問が必要と判断された対象者
と、定期訪問が可能な協力員で、顔合
わせを行います。

双方合意の上、定期訪問を開始しま
す。お互いに無理のないペースで訪問
をお願いします。

高齢者実態調査などで、訪問活動を希
望している方（以下、対象者）を、地域
包括支援センターが取りまとめます。
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定 期 訪 問 に つ い て

地域包括
支援センター

対象者

対象者 調査員

対象者

協力員

協力員



コミュニケーションのポイント
☑ 傾聴し、相手の立場で共感し、寄り添う気持ちで接しま

しょう。

☑ 共感しにくい話題（身内の不幸、悪口など）についても

「～と思われたのですね」と相手の言葉を繰り返すことで、

発言を受け止めてあげましょう。

☑ 激励ではなく、「今も頑張ってらっしゃいますね」など、

現在の努力を認めて称賛しましょう。

☑ 相手に認知症などの症状があっても、ひとくくりにせず、

相手を尊重し、対等に接しましょう。

※ 認知症サポーター養成講座の受講をご希望の場合は、
管轄の地域包括支援センターへご連絡ください。
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対象者の変化や異変に気付いた場合は、管轄の地域包括支

援センターまでご報告ください。変化や異変が見られない場

合も、訪問した日時のみで構いませんので、月１回程度は管

轄の地域包括支援センターに連絡をお願いいたします。

定期訪問の報告について

① 訪問時は玄関先でお話を聞いていただきます。トラブル

防止のため、勧められても部屋には上がらないでください。

② 金銭や物の受け渡し・貸し借り、鍵の預かり、緊急連絡

先になるなどの行為は絶対に行わないでください。その場

で提供される飲み物程度であれば、常識の範囲内で対応く

ださい。

③ 対象者の事情などにより、定期訪問を終了いただく場合、

地域包括支援センターからご連絡します。

注 意 点
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注 意 点

☑ 対象者の変化や異変に気付いた場合は、管轄の地域包括支援

センターまでご報告ください。

※ 「異臭がする」「苦しそうにしている、倒れている」な

ど、緊急性の高いと感じた場合は、状況に応じ１１０番や

１１９番などに直接通報ください。通報した場合は、絆づ

くり担当課にもご報告ください。

☑ 「認知症の傾向が出てきた」「体調が悪そうだ」などの心配

な変化はもちろんですが、「地域活動に参加してくれることに

なった」などの良い変化の報告もお願いいたします。些細なこ

とでも構いません。

☑ 対象者とトラブルになった場合や、活動に対して疑問点や不

安な点などがある場合など、活動に関することは絆づくり担当

課または管轄の地域包括支援センターへご連絡ください。

☑ 「お金を貸してほしい」「電話番号や住所を教えてほしい」

「身体的な介護をしてほしい」といったお願いをされた場合は、

断ったうえで絆づくり担当課または管轄の地域包括支援セン

ターへご報告ください。金銭や物の受け渡し・貸し借りなどは

行わないでください。また、対象者の個人情報を聴き出さな

いでください。

☑ 活動中に事故に遭ったり、怪我をした場合は、絆づくり担当

課または管轄の地域包括支援センターにご連絡をお願いいたし

ます。

※ 地域包括支援センターの連絡先は１２ページにございます。
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【重要】 個人情報の取り扱いについて

絆のあんしん協力員は、活動を通じて個人情報を取り扱う

場合があります。

登録の際に記載いただく「寄り添い支援員認定申出書」に

記載のあるとおり、秘密の厳守などが条例により規定されて

います。

活動を通して知ったことは、例え家族や友人であっても、

口外することはできません。絆のあんしん協力員の活動をや

めた後についても同様です。

見守り対象者に対して、協力員の立場を利用し、協力員の

活動範囲を超えて干渉するなど、区がふさわしくないと判断

した場合や、政治・宗教・営業活動などを行った場合は、登

録を取り消す場合があります。

活動内容について、分からないことや、ご不安なことがあ

りましたら、絆づくり担当課までご連絡ください。

活動の心得

☑ 個人情報を厳守する

☑ 対象者と対等な関係であると認識する

☑ 営利活動、政治活動、宗教勧誘などは行わない

☑ 対象者の事情に深入りしない

☑ 協力員の活動範囲を超えて干渉しない
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「 のあんしん協力員」になるには？

申請書２点

１.「絆のあんしん協力員（寄り添い支援員）」登録申請書

２. 寄り添い支援員認定申出書

について、記載の事項に同意いただき、必要事項を記入

し、管轄の地域包括支援センターまたは絆づくり担当課へ申

請いただきます。

区で登録処理を行い、後日「絆のあんしん協力員証」「登

録証」をお届けします。

※ 「絆のあんしん協力員証」は地域包括支援センターか

ら依頼された活動（定期訪問など）を行う際に着用して

下さい。

※ 上記の申請書は区ホームページ

または管轄の地域包括支援センター、絆づくり担当課

にてお渡しできます。

印

絆のあんしん協力員証 登録証
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登録年数が７年を迎えると

色がオレンジからゴールドに！
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